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□本件手続を裏面に記載の社会保険労務士に委託します。 
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様式第16号の2(裏面) 

 

 

〔注意〕 
 １ ※印欄には記載しないこと。 
 ２ 事項を選択する場合には該当する事項を○で囲むこと。 
 ３ ⑧については、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受け

ることとなる場合において、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金
の払渡しを金融機関(郵便貯金銀行の支店等を除く。)から受けることを希望する者
にあっては「金融機関(郵便貯金銀行の支店等を除く。)」欄に、傷病補償年金、複
数事業労働者傷病年金又は傷病年金の払渡しを郵便貯金銀行の支店等又は郵便局か
ら受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局」欄に、
それぞれ記載すること。 

   なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合で
あって振込によらないときは、「預金通帳の記号番号」の欄は記載する必要はないこ
と。 
また、年金等の受取口座として、国に事前に登録した公金受取口座を利用する場合
は、「登録している公金受取口座を利用します：□」の□にレ点を記入すること。そ
の際、口座情報の記載や通帳の写しの添付等は必要がないこと。 

 ４ 「個人番号」の欄については、請求人(申請人)の個人番号を記載すること。 
 ５ 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「届出人の氏名」欄の下の□にレ点を

記入すること。 
６  ⑨の「その他就業先の有無」で「有」に○を付けた場合は、様式第８号の別紙３を

その他就業先ごとに記載すること。その際、その他就業先ごとに様式第８号の別紙
１を記載し添付すること。なお、既に他の保険給付の請求において記載している場
合は、記載の必要がないこと。 

 

社会保険
労 務 士
記 載 欄 

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電話番号 
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― 

 

⑨その他就業先の有無 

有 

 

無 

 

有の場合のその数 

（ただし表面の事業場を含まない） 

             社 

有の場合でいずれかの事業で特別加入している場合の特別

加入状況 

（ただし表面の事業を含まない） 

労働保険事務組合又は特別加入団体の名称 

 

労 働 保 険 番 号 （ 特 別 加 入 ） 加入年月日                   
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給付基礎日額                          
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